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「人権文化をすすめる市民運動」推進強調月間３地区合同講演会 
 

８月２日(土)、茜が丘複合施設Miraieに

おいて、「人権文化をすすめる市民運動」推

進強調月間３地区合同講演会を開催しまし

た。小中学生の人権作文朗読の後、NHK

連続ドラマ小説「虎と翼」脚本家の吉田恵里

香さんをお迎えし、『当たり前に「はて？」を』

～気づきを声にかえて～と題してご講演い

ただきました。 
 

「夏休み子ども教室を開催しました！」 
 

芳田の里ふれあい館では、夏休み子ども教室の一貫として「書道・絵画・工作」の３教
室を開催しました。たくさんの子ども達が参加し、それぞれ熱心に取り組まれていました。 
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《重春・野村・芳田地区合同月間講演会で朗読された小学生の作文を紹介します。》 

 

「自分とあい手のちがい」 

 

芳田小学校三年 牧野 いおり 

 

 今日は、親子じんけんさんかん日でした。 

 まず、お父さんが来てくれました。 

 その後、お母さんも来てくれて、わたしのせきのところで三人でべんきょう

しました。来てくれてうれしかったです。 

 自分とあいてのちがいについてのべんきょうをしました。 

 つくえの上にカードをおいて、言われていやなことばのじゅんばんにならべ

ました。 

 お母さんは、「いっしょうけんめいだね。」でした。  

 お父さんは、「まじめだね。」でした。 

 子どもは言われたらうれしいけど、大人になると、「いっしょうけんめいだ

ね。」や「まじめだね。」ということばが、ぎゃくに言われたくないんだなと思

いました。 

 わたしが、いちばんいわれたくないことばは、「おもしろいね。」です。わけ

は、じゅぎょう中に言われたら、ちゃんとできていないような気もちになるか

らです。じゅぎょう中じゃなければ、言われたらうれしいです。なぜうれしい

かというと、わたしは、おわらいげい人をめざしているからです。 

 ひとつのことばでも、いろんないみがあるので、気をつけながらつかいたい

と思いました。 

 人によって、いちばん言われたくないことばと、言ってもらいたいことばは

ちがうので、気をつけたいです。 

 つかい方に気をつけて、ことばをつかうようにします。 

 友だちによって、かんじ方がちがうので、人の顔を見て、大切なことは話し

たいと思いました。とくに、年下の子がかなしい顔をしていたら、やさしい顔

で話を聞きたいと思います。 
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《消火・避難訓練を行いました。》 
 
 ８月19日(火)に、調理室からの出火を想定

し消火・避難訓練を行いました。料理教室の講

座生の方と一緒に消火器の正しい 

使い方を説明した後、水消火 

器を使って、初期消火の訓練 

を行いました。 

 

 

 
【芳田駐在所だより】～特殊詐欺に注意～ 

 

■金融機関・コンビニでの声かけ 
犯人にだまされてしまったとしても、金融機関を始めとする関係機関・団体 

と連携して、水際で被害を未然防止できるよう対策を行っています。 

お声かけへのご協力をお願いします。 

■金融機関での声かけ 
 被害金の引き出しや振り込みを行う場となる金融機関では、県警察からの要請により、

窓口や ATM 周辺で被害に遭われていないかについて、お声かけによる確認を実施し、

特殊詐欺被害が疑われる場合は警察への連絡を求めています。 

 お声かけに際し、単に「振り込め詐欺ではありませんか？」と伺っても、 

犯人にだまされてしまった方にとっては効果が認められないため、お金 

の使い途などを詳しく伺わせていただいています。 

■郵便局、運送事業者の荷物受付時のお声かけ 
被害金を「宅配便・ゆうパックで送れ」という手口の特殊詐欺が多発しています。 

現金書留以外による現金の郵送や宅配便・ゆうパックでの送付は、 

法律等によって禁止されています。 

 県警察からの要請により、郵便局や運送事業者では、郵便物や荷物 

受付時に現金が入っていませんかと、お声かけにより確認させていた 

だいています。 

■コンビニエンスストアでのお声かけ 
ATMが設置され、宅配便等の受付も行うコンビニエンスストアでは、 

県警察からの要請により、金融機関や運送事業者同様のお声かけをさ 

せていただいています。 

 また、最近では「電子マネーでの支払い」を要求する手口の詐欺が発生 

しており、電子マネーの購入時にも声をかけさせていただいています。 

 金融機関等のお声かけにより、毎年、多くの方の被害が水際で未然防 

止されています。 

 県民の皆様には多大なご迷惑をお掛けしていますが、県内で毎年１０億円以上の被害が

発生している特殊詐欺被害を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。 
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日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ 

生活相談 

４ ５ ６ 

和装 

７ ８ 

 

９ 

料理 

３B体操 

1０ 

生活相談 

ヨガ 

1１ 1２ 1３ 

1４ 

 

1５ 

敬老会 

1６ 

みんなで楽しく歌う教室 

 

１７ 

生活相談 

茶道 

絵手紙 

１８ 

和紙ちぎり絵 

１９ 

 

2０ 

和装 

2１ 

 

2２ 

すくすく広場 

2３ 

秋分の日 

 

2４ 

生活相談 

ヨガ 

2５ 2６ ２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

30 

３B体操 

 

 

 

 

  

９月の行事、講座予定 

※    は、芳田の里ふれあい館の休館

日 

《相談（人権・生活・教育など）》 
芳田の里ふれあい館では、毎週水曜日に相談日を
設けています。お気軽にご相談ください。 
《図書》 
人権、一般小説、趣味の本・絵本などの閲覧・貸出を
行っています。お気軽にご利用ください。 

 
■９月といえば、お月見やお彼岸などの行事が有名です。
また、お年寄りを敬愛し長寿を祝う「敬老の日」。昼と夜
の長さがほぼ同じになる「秋分の日」などがあります。９
月１日の「防災の日」は、1923年に起きた関東大震災に由
来し、国民一人ひとりが災害への認識を強め、防災意識を
高めることを目的として制定されました。そこで、防災グ
ッズに欠かせないのが「乾パン」です。その賞味期限はと
っても長く、５年ほどあるそうですが、消費期限は定めら
れていません。このような保存食ですが「ストックのしっ
ぱなし」ということはありませんか。賞味期限が過ぎてし
まい、いざというときにはおいしくいただけないことがあ
ります。そこで、大切なのが「ローリングストック」とい
うやり方です。多めに買った保存食を日常的に消費し、ま
た購入するという流れを習慣化することで、保存食の鮮度
を保つことができます。わが家の食品庫にもレトルトカレ
ーやラーメン、パスタの具、缶詰などがあるわあるわ。お
昼のお弁当の代わりにレトルトカレーを「いざ、ローリン
グストーック！」■今年の夏休み子ども工作教室には、始
まって以来のなんと22人もの子どもたちが参加してくれま
した。みんなが真剣に三つの工作を制作。地球科学館の高
原先生「ありがとうございました。」 


